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特掲診療料

第 4部
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.... .. .... .............. .. ... .. . ... ..... ... . . . . .. . 

画像診断

画像診断は診断の補助，治療法選択，経過観察， 治療効果確認な

どに行われます力t\ その必要性が診療録力'':3読み取れることが必要

です。

実施した内容を診療録lこ記載し，画像等を保存しますが，診断結

果及びその評価についての記載も必要です。

本書では，届出医師の読影報告の文書の写しを添付する必要があ

る場合などを解説します。 報告書等，届出医師の署名があるなど施

設基準要件に組留がないようにします。
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参考/個別指導の状況 ※重復する内容は編集しま した

.画像診断全般

〈記載〉

-実施した画像診断の必要性，結果及び結果の評価に

ついて，記載がない又は乏しい。

単純撮影であるものを造影剤使用撮影として算定し

た。

写真診断及び撮影に係る費用を実際に撮影した枚数

以上に請求した。

・ 診断結果を記載し，以後の診療に反映すること(他 ・ EOOO 透視診断
医で撮影したものを含む)0 <算定〉

〈算定>胸腔穿刺 腎孟用カテーテル交換の補助手段として

個々の症状所見に応じ，必要な項目を選択し，段 行う場合に算定した。

階を踏み， 漫然と実施することなく，その結果は適

宜評価し治療に反映する。

- 症状 ・ 所見等に応じて適正に行われていない0

. 医学的に必要性が乏しい。

- 画一的。

・必要性を十分考慮したうえで，必要最小限の実施に

努めること。

健康診断(治療中の疾病又は負傷に対する医療行為

とは別に実施されたもの)と判断されるものについ

て，保険診療として請求した。

.時間外緊急院内画像診断加算

〈算定〉

医師が緊急に画像診断を行う必要性を判断する乙と

なく，自動的に算定した。

.画像診断管理加算

〈記載〉

- 読影及び診断結果の報告文書に，地方厚生(支)局

長に届け出た専ら画像診断を担当する常勤の医師名

の記載がなく，当該常勤の医師が診療を担当する医

師に報告したことが不明確である。

〈算定〉

・ 地方厚生(支) 局長に届け出た専ら画像診断を担当

する常勤の医師以外の者が読影したものについて算

定した。

他の保険医療機関から画像診断の判読も含めて依頼

を受け， その結果を文書により回答したものについ

て算定した(当該加算は，専ら画像診断を担当する

医師の属する保険医療機関において当該患者の診療

を担当する医師に報告した場合に算定する)。

.エックス線診断料全般

〈算定〉

eE001 写真診断

〈記載〉

- 診断内容の記載がない。

eE200 コンピユーター断層撮影 CCT撮影)

〈記載〉

- 所見及び検査結果の評価記載がない又は不十分。

- 記載が乏しいため，必要性が読み取れない。

〈算定〉

-個々の患者の状態に応じ診療上の必要性を十分考慮

したうえで必要最小限の実施に努めること。

医学的に必要性が乏しい。

eE202 磁気共鴫コンピユータ一断層撮影
CMRI撮影)

〈記載〉

. MRI, MRI前検査については，それぞれの検査の必

要性について記載する。

- 検査結果の所見の記載に努める。

〈算定〉

- 実施項目はルーチンとせず， 患者個々の状態に応じ

て必要最小限とする。
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通則画像診断管理加算 1 ， 2及び3

画像診断管理I!加算は施設基準届出保険医療機l:vilで算定できるものです。 算定

に当たっては，届出医師引の読影及び、診断と報告文書の作成，診療録への報告 | ※ l 施設基準届出に際 して，

文書の添付などの要件が満たされることが必裂です。 I 専ら画像診断を担当する常勤

画像診断管理加算 l 画像診断管理加算 2 又は 3

対象 EOO l写真診断， E004基本的エッ E 102核医学診断， E203コンピ

クス線診 断料， E 102核医学診 ユーター断層診断

断， E203コンピューター断層診断

要件 ①届出医師が，読;ぷ及び診断を行う

②届出医師は，結果を文書で，厄i出医師の属する保険医療機関におい

て，患者の主治医に報告する誌は

③主治医は，報告文書又はその写しを診療録へII占付する

算定 各月 l @]限 り ~D 月の巌初の診断日に~:定する

胆規定[貼付]

報告された文苫又はその写 しを診療録に Jh' i付する。

刷記載等のポイント

口読影及び診断は届出医師が行っている。

口読影及び診断結果について，届出医師から文書で報告がある。

日報告文書又はその写しを貼付する。

口当該加算を算定する旨を記載する。

.記載例

6 月 1 日

初回 P E T -C T ーその他省略ー

画像診断管理加算2

評価:右胸膜肥厚と結節影に軽度異常集積あ り。炎症疑うも腰療残存の可

能性は否定できない。 (報告文書貼付)

患者00 搬影EI 6 月 1 日 撮影内容 ( xx x x) 

1 )常呼吸では右胸膜)J印字に一致してSUV 2.67までのil問主異常集

積が認められます。 胸膜に援する結îií'i li診に特に高い異常集積が児

られるわけではありません。

2) IIr H及停止で、は)1(w )W!)J巴厚に接する結節影に最大SUV 4. 1 9の点状

高集積が認められます。 右)J市の高|吸収結Ni影にはSUV 3.39の軽

度異常集fl'1が認められます。

3) PET-CTでは炎症が疑われる R1集積ですが， )血痕の可能性は

否定できません。

4 ) 他に怒性l国務を思わせる異常集積な し。

欣射線科医r:1 [i00

医師(専ら画像診断を担当し

た経験を 10年以上有するも

の又は当該療主主について関係

学会か p示されている 2 年以

上の所定の研修を修了 し，そ

の旨が聖堂録さ れている医師)

を指します

※ 2 蘭像診断管耳II加算 2 文は

3 の保険医療機関では，自院

の核医学診断及びコンピュー

ター断層診断のうち，少なく

とも 8割以上のものの説彩結

果が， 届i:\:\l引用lにより遅くと

も撮影日の翌診療日までに，

主治医に報告されていなけれ

ばなりません

※ 3 画像診断管理加算 2又は

3 を算定した場合には画像診

断管理加算 l は算定できませ

ん

( I 当該加nを算定する旨を

百cllま し ます

( 2 報告文flf をf!1~付します

( 3 読彩及び診断， 結果報告

は!扇出医師lであることが必要

です
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通則画像診断管理加算 1 ， 2及び3 (遠隔画像診断)

画像診断における遠隔画像診断は，施設基準適合届出保険医療機関|白r， 1 で

行った場合に算定できるものです。

送信側の保険医療機関において画像診断管理加算を算定します。

(送信側 受信側)

①画像データ送信 圃惨 ②読影及び診断を行う

④報告された文書文はその写しを ‘・ @結果を文書で作成し，当該患者
診療録に貼付 の診療を担当する医f:iIî (主治

⑤画像診断管理加算(遠隔凶像診 医) に送付

断) を算定

画像診断管盟加算 I 画像診断管理!加算 2又は 3

(遠隔画像診断) (遠隔画像診断)

対象 E OOl写真診断， E 004基本的エ ッ E 102核医学診断， E203 コ ンピ

ク線診断料， E lO2核医学診断， ユ ー タ ー断層診断

E203コ ンピューター断府診断

婆件 ①受信側の届出医師が，読ii診及び診断を行う

①受信側の届出医師は，結果を文告で，届出医師の隠する保険医療機

関において，送信側の!宮、者の主治医に報告する

③送信側の主治医は，報告文古又はその写 しを診療録へH占イせする

算定 (送信側)各月 l回|浪り ， 月の最初の診断日 に算定するU

胆規定[貼付]

報告された文苫又はその'勺'しを診療録に l!llj付する 。

.記載等のポイント

〈送信側〉

口遠隔画像診断を行った旨を記載する。

口受信側保険医療機関の届出医師から文書で報告がある。

口報告された文書又はその写しを診療録ヘ貼付する。

口診断結果の要点及び結果に基づく治療方針等を記載する。

口当該加算を算定する旨を記載する。

※ l 遠隔脳波診断について胞

設基準Jili I:Hは送信側， 受信仰l

の双方で行うことが必裂で

す。 また， 送信ßlIJの届出f1に

は受信側に係る事項も記il出す

ることになります

※ 2 迷隔画像診断を行った場

合は，送信ff!tlの保険医療機IMI

において撮影料， 診断料法び

画像診断管理加算 m定'2.!f11:

を満たす場合のみ)をTI:JÊ し

ます。 受信側における診断等

に係る費用については受信

側， 送信側相互の合議に委ね

られています
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E202 磁気共鴫コンビューター断層撮影 (MR I 撮影)
※MR I 対応型ベースメーカー， MR I 対応型植込型隠細動器又はMR I 対応型両室べ
ーシンク、機能付き植込型除細動器を植え込んた、患者に対してMR I 撮影を行う場合

MR 1 対応型ペースメーカー. MR 1 対応製品(i込型|徐品111動部又はMR 1 対応

型同室ぺーシンク*機能付き植込型除制11m)]昔14 を縦lえ込んだ、患者に対してはMR 1 

撮影を行うことができますが，この場合は，厚生労働大臣が定める施設基準に

加えて，日本医学放射線学会，日本{滋気共IIXJ医学会. 1"1 本不整脈学会が定める

rMR 1 対応植込み型デバイス忠者のMR 1 検査の施設基準j を満たす保険医

療機I~Iでのみ可能で、す。

.規定[貼付]

MR 1 対応型ペースメーカー. MR 1 対応!J:~fW込型除制II lliJ) i{~又は MRI 対応

出向室ペーシング機能付 き悩込型除制動部を舶え込んだ患者に対してMR 1 抑

影を行う場合は 怠者が携惜 してい る:tlí ~淡機総を仙え込んで、い る こ とを示すカ

ー ド (製造販売業者が発行する 「条件付き M R J 対応ペースメーカ ーカー

ド J. r条件付き MIミ I 対応 I CD カ ードj 又は 「条例付き M I'{ 1 対応 C R Tｭ

D カードJ ) を l確認 し， そのカー ドの'rf し を診療録に 1I，'j付 する。

.記載等のポイント

ロ fMR 1 対応植込み型デバイス患者」であることを明記する。

口 fMR 1 対応植込み型デバイスを植え込んでいることを示すカード」を

確認する。

口カー ドの写しを貼付する。

胆記載例

症例 O年11 月 1 日当院でMRI 対応ベースメーカーを移植

条件付きMRI 対応ペースメーカーカー ド及び手帳あり

8 月 1 日

MR 1 撮影に当たり，文書を交付して説明。同意を得る。

MR 1 対応植込み型機器カー ドを確認済み

(条件付MRI対応植込み型機器カー ドの写し貼付)

条件付MRI対応植込み型機器カード 00社

患者氏名社会保険次郎

植込み病院 00病院

病院連絡先.電話番号診療科名循環器内科

モデル番号製造番号 植込み日 O年 11 月 1 日

( 1M R 1 対応植込み型デ

バイス態、者」であることを明

記しておきます

( 2 カ ー ドを般認します

( :l カードの写しをJ!~i付しま

す




